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「複式簿記」については，世界に現存する最初の印刷本『算術・幾何・比お

よび比例全書』１）が，１４９４年にPacioli, Lucaによって出版されてから，これに

遅れること約４半世紀，ドイツでは最初の印刷本『新しい技術書』２）が，１５１８

年にGrammateus, Henricusによって出版される。この印刷本の１編「商人の

仕訳帳，商品帳および金銭帳による簿記」に，「ドイツ固有の簿記」が解説さ

れたのである。さらに遅れること４半世紀にかけて，１５３１年，１５４６年に

Gottlieb, Johannによって出版された印刷本『ドイツの明解な簿記』３），『簿記，

二様の精巧かつ明解な簿記』４）にも，また，この間に，１５３７年にv o n

ドイツにおけるイタリア簿記の再生
－Gamersfelder, Sebastian１５７０年－

掃 方　　　久

――――――――――――
１）Pacioli, Luca; Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita,

Venezia１４９４.

参照，拙稿；「イタリア簿記の原型」，『商学論集』（西南学院大学），５１巻２号，２００４年
９月，１頁以降，『商学論集』（西南学院大学），５１巻３・４号，２００５年２月，１頁以降。
Pacioli, Lucaについては，姓と名を表記する場合に，「パチョーリ家のルカ」というよ
うに，複数形のPacioliを使用して，姓のみを使用する場合には，単数形のPacioloを使
用する。
参照，小島男佐夫著；『簿記史』，森山書店 １９７３年，序３頁。
参照，中野常男著；『会計理論生成史』，中央経済社 １９９２年，３０頁。

２）Grammateus, Henricus; Ayn new kunstlich Buech ･･･, Erfurt１５１８.

参照，拙稿；「ドイツ固有の簿記の成立」，『商学論集』（西南学院大学），４８巻２号，２００１
年１０月，１頁以降。

３）Gottlieb, Johann; Ein Teutsche verstendig Buchhalten ･･･, Nürnberg１５３１.

参照，拙稿；「ドイツ固有の簿記の展開」，『商学論集』（西南学院大学），４８巻３・４号，
２００２年２月，１頁以降。

４）Gottlieb, Johann; Buchhalten, Zwey künstliche unnd verstendige Buchhalten

･･･, Nürnberg１５４６.

参照，拙稿；「ドイツ固有の簿記の発展」，『商学論集』（西南学院大学），４９巻１号，２００２
年６月，１頁以降，『商学論集』（西南学院大学），４９巻２号，２００２年９月，１頁以降。
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Ellenbogen, Erhartによって出版された印刷本『プロシアの貨幣単位と重量単

位に拠る簿記』５）にも，ドイツ固有の簿記は解説されたのである。

これに対して，Pacioloによって出版される印刷本を原型とする「イタリア

簿記」がドイツに移入されるのは，Pacioloによって出版されてから約半世紀

も後の１５４９年のことである。Schweicker, Wolffgangによって出版される印刷

本『複式簿記』６），まさに標題自体が正鵠を得る印刷本によってである。

事実，Penndorf, Balduinは表現する。「これまでの著作にイタリア人が影響

を与えたにしても，わずかであるか，全く影響を与えてはいない。しかし，わ

ずか数年後の１５４９年には，Pacioloの論文を完全に模範とする著作が出版される。

Schweickerの著作『複式簿記』が，それである」。しかも，「Kheil, Carl Peter

が，この著作を詳細に論評して指摘したのは，この著作がイタリア人に依拠す

るということである７）。Pacioloの論文は，１５３４年にManzoni, Domenicoによ

って模倣される。Schweickerは，これまた，このManzoniの著作を完全に固

持する」８）と。

ここに，「Manzoniの著作」とは，１５４０年に出版される印刷本，これまた，ま

さに標題自体が正鵠を得る印刷本『複式簿記』９）である。Penndorfが表現する

出版年とは相違することについては，Yamey, Basil Seligは表現する。「初版は，

時々，１５３４年であると説明されることもあるが，そのような著作の原本，写本

はない。Besta, Fabioは，この著作が１５４０年に出版されたものと断言するだけ

――――――――――――
５）von Ellenbogen, Erhart; Buchhalten auff preussische müntze und gewicht ･･･,

Wittenberg１５３７.

参照，拙稿；「ドイツ固有の簿記の展開」，『商学論集』（西南学院大学），４９巻１号，２００２
年６月，９１頁以降，『商学論集』（西南学院大学），４９巻２号，２００２年９月，５１頁以降。

６）Schweicker, Wolffgang; Zwifach Buchhalten ･･･, Nürnberg１５４９.

参照，拙稿；「ドイツ簿記とイタリア簿記の交渉」，『商学論集』（西南学院大学），５０巻
３号，２００３年１２月，１頁以降，『商学論集』（西南学院大学），５０巻４号，２００４年２月，１
頁以降，『商学論集』（西南学院大学），５１巻１号，２００４年７月，１頁以降。

７）Vgl., Kheil, Carl Peter; Buchhaltungs-Tractates von Luca Pacioli, Prag１８９６, S.

７５ff.

８）Penndorf, Balduin; Geschichte der Buchhaltung in Deutschland, Leipzig１９１３, S.１２５.

９）Manzoni, Domenico; QVADERNO DOPPIO ･･･, Venezia１５４０.
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の確固たる理由を提示する10）」11）と。

したがって，出版年は１５４０年であるとして，ドイツに移入されるイタリア簿

記の原型になったのは，正確には，Pacioloによって出版される印刷本だけで

はなく，これを模範とするManzoniによって出版される印刷本である。イタリ

ア簿記としてドイツに移入されるのである。

しかし，このSchweickerによって出版される印刷本は，いやしくも教科書。

教科書であるにもかかわらず，誤謬があまりに多いのに加えて，残高勘定が強

引に締切られたことを想起してもらいたい12）。

特に不可解であるのは，借方の面と貸方の面を均衡しては締切られるが，ス

ムースに締切られないことである。残高勘定に振替えられただけでは，借方の

面と貸方の面の合計は一致しないのに，強引に均衡して締切られる。残高勘定

の借方の面には，損益勘定に計算されるはずもない「純利益」を追加，記録す

ることによって，借方の面と貸方の面を均衡して締切られるのである。

本来，帳簿の見開きの左右対照に，日々の取引事象の金額，同額が記録して

転記されるので，常時，帳簿の見開きの左側，借方の面に記録される合計と右

側，貸方に記録される合計が一致するという「貸借平均原理」が保証されるは

ずである。貸借平均原理が保証されるかぎりでは，残高勘定に振替えられただ

けでも，借方の面と貸方の面の合計は一致するはずである。したがって，借方

の面と貸方の面の合計が一致しないとしたら，帳簿記録の過誤，帳簿締切の過

誤があるものと判断しなければならない。そうであるにもかかわらず，帳簿記

録の過誤，帳簿締切の過誤が探索して訂正されるどころか，改めて残高勘定に，

純利益が計算されて，翌期に繰越されては，資本金残高に加算されるともなる

と，まさに致命的である。残高勘定が強引に均衡して締切られることには困惑

――――――――――――
10）Cf., Besta, Fabio; La Ragioneria, Vol.３, Milan１９２９, p.３８９.

11）Baywater Michael F. ＆ Yamey, Basil Selig; Historic Accounting Literature: a

companion guide, London１９８２, p.４１.

12）Vgl., Schweicker, Wolffgang; a. a. O., Bl.２６（Haubtpuch）.
なお，「元帳」に打たれた丁数を使用して，２６Blattの両側の面と表現する。
参照，拙稿；「ドイツ簿記とイタリア簿記の交渉」，『商学論集』（西南学院大学），５１巻
１号，２００４年７月，４４頁以降。
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させられるのである。

したがって，強引に均衡して締切られる残高勘定を眼前にしては，

Schweicker自身の功績は減殺されてしまうばかりか，イタリア簿記がドイツ

に紹介されただけで，改訂することを迫られる印刷本の烙印すら押されかねな

い。

事実，Penndor fは表現する。「Schwe ickerは，自らの著作によって，

PacioloとManzoniの学説をドイツに紹介したことでは決定的な功績を得てい

る。彼が盲従的に模倣するのではなく，自らの改訂を創造したとするなら，彼

の著作は，もちろん，非常に価値あるものになったであろう。しかし，残念な

がら，彼の転用には，あまりにも誤謬が多くて，彼の事例を検算したKeilは，

（企業の）決算時に全く相違する結論に到達するので，彼の著作には，『ドイツ

の良心，誠実』が欠如することに困惑させられる。しかし，Schweickerは，

彼の後継者が再構築しうるような著作を創造したことでは強調されても，強調

しすぎることはない」13）と。

これに対して，イタリア簿記がドイツに移入される，この印刷本が出版され

てから，これに遅れること約４半世紀，１５７０年にGamersfelder, Sebastianに

よって印刷本『イタリアの技法に拠る二様の帳簿での簿記』（
”
Buchhalten

Durch zwey Bücher nach Italianischer Art vnd Weise･･･“, Danzig.）が

出版される。この標題『イタリアの技法に拠る･･･』から想像するに，イタリ

ア簿記としてドイツに展開されるのである。したがって，Penndorfが表現す

るように，「Schweickerは，彼の後継者が再構築しうるような著作を創造した

ことでは」，Gamersfelderこそは「彼の後継者」，「再構築しうるような著作を

創造した」ことになるのではなかろうか。Gamersfelderによって出版される，

この印刷本には，誤謬がほとんどないのに加えて，残高勘定は借方の面と貸

方の面を均衡して，スムースに締切られるからである。Penndor f自身，

「Gamersfelderの著作が褒め称えられる賞賛については，本書を徹底して熟読

した後に確信するところでもあるが，『ドイツで最初の有用な簿記の著作』で

――――――――――――
13）Penndorf, Balduin; a. a. O., S.１３２.   括弧内および二重括弧は筆者。
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あることこそは賛同されうる」14）と表現して，Gamersfelderによって出版され

る印刷本が高く評価されるのは，まさに「ドイツの良心，誠実」を取り戻して，

イタリア簿記がドイツに再生される印刷本として評価されるからにちがいない。

しかし，ドイツに再生されることによって，イタリア簿記は，どのように展

開されたか，どのように発展されたか，それでは，ドイツに展開されて発展さ

れるイタリア簿記が，今日の複式簿記に，どのような影響を与えたかとなると，

全く解明されてはいない。

たとえば，Gamersfelderによって出版される印刷本では，帳簿記録につい

て，「三様の規則」（Drey Regeln）15）が列挙される。どのように日々の取引事

象を「借方（債務者）」と「貸方（債権者）」に分解して記録するか，二重記録

するための三様の規則に整理されるのである。しかも，以後，ドイツに出版さ

れる印刷本には踏襲されることになる。さらに，帳簿締切については，勘定の

余白がなくなって，新しい勘定に振替えられる場合を除いては，実際に勘定が

締切られるのは，企業の「決算時」。商品が完売されて，Ｘ商品，Ｙ商品に区

別する商品勘定が締切られる場合でも，企業の決算前に，都度，実際に勘定が

締切られることはない。帳簿全体が更新されるために，新しい帳簿に振替えら

れて，翌期に繰越される場合と同様に，企業の決算時に，実際に勘定が締切ら

れるのである。しかも，これまた，以後，ドイツに出版される印刷本には踏襲

されることになる。したがって，イタリア簿記はドイツに再生されるばかりか，

Gamersfelderによって大いに展開されたのではなかろうか。

そこで，複式簿記としては，ドイツに再生されることによって，イタリア簿

記は，はたして展開されたか，展開されたのはどこかについて，１５７０年に

Gamersfelderによって出版される印刷本『イタリアの技法に拠る二様の帳簿

での簿記』を解明して，筆者なりの卑見を披瀝することにしたい。

――――――――――――
14）Penndorf, Balduin; a. a. O., S.１４５.   二重括弧は筆者。
15）Vgl., Gamersfelder, Sebastian; Buchhalten Durch zwey Bücher nach Italianischer

Art vnd Weise･･･, Danzig１５７０, Bl.３L.

なお，丁数が打たれてないので，筆者が便宜的に，表紙の裏側から打った丁数，３Blatt

の左側の面Linkeと表現する。
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１．帳簿記録

まずは，帳簿記録についてである。企業の開始時には，「財産目録」

（Inventario / Inventarium）が作成されねばならない。現金によって出資され

るだけではなく，現物によって出資されることもあるからである。債権が持込

まれるだけではなく，債務が持込まれることもあるからである。したがって，

財産を管理するために，企業の開始時に出資される現金，現物，債権，債務の

記録される「財産目録」が作成されねばならないのである。

しかし，財産目録については，Gamersfelder自身，例示することはない。

Gamersfelderは表現するだけである。「自己の商業を開始する場合には，自己

の商業に必要となるもの，すべてを記録するために，『財産目録』を作成する。

正規には，まずは，自己の現金はどれくらいか，自己の保有する商品はどれく

らいか，どのような商品であるかを記録する。自己に負うている債務者（債権）

は誰か，特に債務者（債権）が負うているのはどれだけか，返済されねばなら

ないのは何時であるかも記録する。また，自己が負うている債権者（債務）は

誰であるかも記録する。それから，財産目録は，自己の資本金（Capital oder

Hauptgut）を記録する」16）と。

したがって，このように表現するかぎりでは，「開始資本」が記録されるよ

うである。しかし，実際には，現金，商品，債権，債務ごとに，資本金が相手

勘定として記録されるにすぎないので，「開始資本」が計算されることはない。

「単純取引」として記録されるだけで，「複合取引」として記録されることはな

いからである。

もちろん，「財産目録」はただの紙片にすぎないのに対して，企業の開始時

と開始後には，「仕訳帳」と「元帳」の帳簿，したがって，二様の帳簿こそが

作成されねばならないはずである。Gamersfelderは表現する。「正規の簿記に

は，二様の帳簿，『仕訳帳』（Jornal）と『元帳』（Hauptbuch）が必要になる。
――――――――――――
16）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.４R.   二重括弧および括弧内は筆者。
なお，丁数が打たれてないので，筆者が便宜的に，表紙の裏側から打った丁数，４Blatt

の右側の面Rechteと表現する。
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この帳簿以外に，三様の帳簿が必要になる。『日記帳』（Memorial），『書簡控え

帳』（Brieffbuch）と『諸掛り経費小帳』（Vnkostbüchlein）が，それである」17）

と。

したがって，どの勘定に記録するか，いくらで記録するか，「二重記録」の

ために日々の取引事象を分解する「仕訳帳」。さらに，それぞれの勘定に転記

する「元帳」。企業の開始時，企業の開始後に，このような「二様の帳簿」が

作成されねばならないのである。

しかも，それだけではない。財産目録と同様に，Gamersfelder自身，例示

することはないのだが，さらに，「日記帳」はもちろん，「書簡控え帳」と「諸

掛り経費小帳」が作成されねばならないのである。Gamersfelderは表現する。

「『書簡控え帳』には，受取ったか，手渡されたか，送付された重要な書簡，書

類が控えとして書留められる。『諸掛り経費小帳』が必要になるのは，商品に

は大小の，あらゆる種類の貨幣が支出されることから，信頼しうる帳簿である

仕訳帳と元帳に即座に記録するのに煩雑になったり，余白がないほどに書込ま

れてしまうのは適当でないので，諸掛り経費小帳に記録するのが好ましいから

である。取引番号１４５に例示するように，随時，支出の合計を算出した場合に，

仕訳帳と元帳に記録するのがよいからである。取引番号６１と７７に例示するよう

に，商品に直接に記録されるにもかかわらず，元帳と仕訳帳には，諸掛り経費

が混在しないようにしておいて，事後，それぞれの商品に賦課しようというわ

けである。『日記帳』は，まずは，何を取引きしたか，何を行ったかを記録し

て，それから，順次，『借方（債務者）』と『貸方（債権者）』として仕訳帳に

移記するために備付けられる。急いで記録するようなことをして，何かを見落

としたりしないように，そうすることによって，仕訳帳と元帳が間違えられな

いように備付けられるのである」17）と。

したがって，Gamersfelderによって出版される印刷本の標題『･･･二様の帳

簿を持つ簿記』から想像するに，「仕訳帳」と「元帳」こそは主要な帳簿であ
――――――――――――
17）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.２R.   二重括弧および括弧内は筆者。
なお，丁数が打たれてないので，筆者が便宜的に，表紙の裏側から打った丁数，２Blatt

の右側の面Rechteと表現する。
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るにちがいない。これに対して，そのような「三様の帳簿」は補助的な帳簿で

しかないのではなかろうか。図１を参照。

図１

事実，企業の開始後に，「日記帳」には，日々の取引事象のメモ書きとして，

暦順的，特に叙述的に，文章で記録して，常時，「何を取引きしたか，何を行

ったかを記録して，仕訳帳に移記するために備付けられる」が，場合によって

は，直接に仕訳帳に記録されることもある。「書簡控え帳」には，随時，「重要

な書簡，書類が控えとして書留められる」にすぎない。取引事象の移記される

仕訳帳，さらに，取引事象の転記される元帳に対する証拠書類として記録して

おかれるのではなかろうか。さらに，「諸掛り経費小帳」にしても同様。「信頼

しうる帳簿である仕訳帳と元帳に即座に記録するのに煩雑になったり，余白が

ないほどに書込まれてしまうのは適当でないので」，随時，諸掛り経費のメモ

書きとして記録しておかれるにすぎない。

本来，諸掛り経費については，Gamersfelder自身，取引番号６１と７７に例示す

仕訳帳 元　　帳 

財産目録 
（企業の開始時） 

日記帳 
（企業の開始後） 

書簡控帳 
 

諸掛り経費小帳 

移記 転記 
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るように，商品に加算されたものである18）。多種の商品に関係する場合には，

Ｘ商品，Ｙ商品に按分されたものである18）。しかし，「商品には大小の，あらゆ

る種類の貨幣が支出されることから」，さらに，少額の諸掛り経費でしかない

なら，いちいち商品に加算されるのは煩雑である。しかも，Ｘ商品，Ｙ商品に

按分されるとなると，なおさら煩雑である。そのためにこそ，Gamersfelder

自身，取引番号１４５に例示するように，随時，「諸掛り経費小帳」に記録してお

かれて，企業の決算時，「決算日」に仕訳帳に移記して，元帳に転記されるの

である。

なお，取引番号６１と７７および取引番号１４５について，Gamersfelderの例示す

る「仕訳帳」の丁数４と丁数６および丁数１２，さらに，「元帳」の丁数１８の

「諸掛り経費勘定」を原文と共に表示することにする19）。図２および図３を参照。

――――――――――――
18）参照，拙稿；「ドイツ固有の簿記の発展」，『商学論集』（西南学院大学），４９巻１号，２００２
年６月，１８/１９頁。

19）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.４R/６R/１２L（Jornal）/Bl.１８（Hauptbuch）.
なお，「仕訳帳」に打たれた丁数を使用して，４Blattの右側の面Rechte，６Blattの右
側の面Rechte，１２Blattの左側の面Linke，「元帳」に打たれた丁数を使用して，１８Blatt

の両側の面と表現する。
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仕訳帳　諸掛り経費

７７　１１ 
─ 
１ fl ３２ gr ─ 

小麦は借方。‖貸方は現金。私は４０ラストに対して，
船ごとの諸掛り経費を支払った。 

取引番号 
と元丁 

丁数６（右側の面） 
８月５日 

d ─ 

６１　２ 
─ 
１ 
 

fl ２１ gr ２８ 

ライ麦は借方。‖貸方　現金。４０ラストに対して，
以下のように支払った。
運送税　　　単価５gr.　　fl６.gr２０.
運送代　　　単価４gr.　　fl５.gr１０.
計量代　　　単価１gr.　　fl１.gr１０.
両替料　　　単価４gr.　　fl５.gr１０.
手数料　　　単価１gr.　　fl１.gr１０.
筵蓆，２帖　単価２９gr.　　fl１.gr２８.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 

取引番号 
と元丁 

丁数４（右側の面） 
６月２６日 

d ─ 
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図２

１４５ １８ 
─ 
１７ 
 

fl ３９９ gr ６ 

諸掛り経費は借方。‖貸方は現金。私は諸掛り経費
小帳に見出す。多種の貨幣を支出した。
私の商業のための諸掛り経費　　fl８３.gr１５.d９.
私の家計のための諸掛り経費　　fl３１５.gr２０.d１２.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 

取引番号 
と元丁 

丁数１２（左側の面） 
１２月３０日 

d ３ 
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元　帳　諸掛り経費勘定

　 

fl ３９９ 

 
諸掛り経費は借方。
１２月２０日。貸方　現
金。私は多種の貨
幣を支出した。 
私の商業のために，
fl８３.gr１５.d９.。 
私の家計のために，
fl３１５.gr２０.d１２.。 
 元丁１７ gr ６ d ３ 

　 

fl ３９９ 

 
諸掛り経費は貸方。
１２月３０日。借方 
損益。　　元丁６
　 
 

 

gr ６ d ３ 

元丁１８ 
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図３

そこで，「仕訳帳」についてである。企業の開始時に，財産目録から移記さ

れる。企業の開始後には，さらに，日記帳から移記される。「二重記録」のた

めに日々の取引事象を分解して，仕訳帳に移記されるのである。Gamersfelder

は表現する。「仕訳帳には，『借方（債務者）』（Schuldner）および『貸方（債

権者）』（Glaubiger）として記録する。間違った『借方（債務者）』，間違った

『貸方（債権者）』を記録しないように，まずは，何が『借方（債務者）』か，

何が『貸方（債権者）』か学習されねばならない。『借方（債務者）』は周知の

名辞（Name）。誰かに何かを負うている人（einer / der einem andern

schüldig ist）を意味する。同様に，『貸方（債権者）』は，これまた周知の名辞。

彼の債務者から持つべき人（einer / der von seinem Schuldiger haben sol）

を意味する。したがって，借方（債務者）は，彼が再び弁済しなければならな

い何かを誰かから，彼が受取る場合に，借方（債務者）になる。貸方（債権者）

は，誰かが彼から受取って，支払い，弁済しなければならない何か，彼から由

来する何かを誰かに，彼が与えた場合に，貸方（債権者）になる。したがって，

受取られて弁済しなかった人は，借方（債務者），与えられて弁済しなかった
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人は，貸方（債権者）になる。『貸方（債権者）』なくして，『借方（債務者）』

はない。『借方（債務者）』なくして，『貸方（債権者）』はない」20）と。

それでは，「借方（債務者）」として記録するのは何か，「貸方（債権者）」と

して記録するのは何か，したがって，どのように日々の取引事象を「借方（債

務者）」と「貸方（債権者）に分解するのであろうか。Gamersfelderは表現す

る。「これについては，以下のような『三様の規則』を記憶しなければならな

い。

１.『収入する人』（Wer empfangem 

hat）は『借方（債務者）』である。

２.私が受入れるものすべて（Alles 

was ich einsperre），たとえば， 

　『仕入れるもの』（das ist kauff）， 

　『受取るもの』（das ist empfange），

『取得するもの』（das ich an mich 

bringe）は 

　『借方（債務者）』である。

　私が払出すものすべて（Alles was 

ich aussperre），たとえば， 

　『売上げるもの』（das ist verkaufe）， 

　『引渡すもの』（das ist verhandel）， 

　『発送して，消費するもの』（das ist 

wegsende vnd verthue）は， 

　『貸方（債権者）』である。

３.『私が利得するもの』（An wem 

ich gewin）は，商品（Wahre），

『支出する人』（Wer außgegeben 

hat）は『貸方（債権者）』である。

『誰かから由来する』（Woher es 

fleust）とか，

『私が支払うべき人』（dem ichs 

zalen sol）は

『貸方（債権者）』である。

『誰かに由来する』（Wohin es fleusst）

とか，

『私が受取るべき人』（das jenige 

dafür）は

『借方（債務者）』である。

『損益』（Gewin vnd Verlust）は

『貸方（債権者）』である。

――――――――――――
20）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.３L.   二重括弧および括弧内は筆者。
なお，丁数が打たれてないので，筆者が便宜的に，表紙の裏側から打った丁数，３Blatt

の左側の面Linkeと表現する。
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そこで，Gamersfelderが表現する「三様の規則」を敷衍すると，１.「収入

する人」は「人名勘定」（personal account）に記録されるのではなかろうか。

たとえば，「債権の発生」は債務者勘定の「借方（債務者）」，「債務の消滅」は

債権者勘定の「借方（債務者）」として記録されるからである。これとは対称

的に，１.「支出する人」は「人名勘定」に記録されるのではなかろうか。たと

えば，「債務の発生」は債権者勘定の「貸方（債権者）」，「債権の消滅」は債務

者勘定の「貸方（債権者）」として記録されるからである。図４を参照。

さらに，２.「私が受入れるものすべて」，たとえば，「仕入れるもの」，「受取

るもの」，「取得するもの」は「物財勘定」（material account）に記録されるの

ではなかろうか。たとえば，商品の仕入は商品勘定の「借方（債務者）」，「現

金の収入」は現金勘定の「借方（債務者）」として記録されるからである。こ

れに対して，２.「誰かから由来する」とか，「私が支払うべき人」は「人名勘

定」に記録されるのではなかろうか。たとえば，「債務の発生」は債権者勘定

の「貸方（債権者）」，「債権の消滅」は債務者勘定の「貸方（債権者）」として

記録されるからである。これとは対称的に，２.「私が払出すものすべて」，た

とえば，「売上げるもの」，「引渡すもの」，「発送して，消費するもの」は「物

財勘定」に記録されるのではなかろうか。たとえば，「商品の売上」は商品勘

定の「貸方（債権者）」，「現金の支出」は現金勘定の「貸方（債権者）」として

記録されるからである。これに対して，２.「誰かに由来する」とか，「私が受

取るべき人」は「人名勘定」に記録されるのではなかろうか。たとえば，「債

人（Person），手形（Wechsel），

冒険貸借（Boddemerey）など，

いずれであろうとも， 

　『借方（債務者）』である。

　『私が喪失するもの』（An wem ich 

verliere）は，商品，人，手形，

冒険貸借など，いずれであろうとも，

『貸方（債権者）』である」20）と。 

『損益』は，

『借方（債務者）』である。
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権の発生」は債務者勘定の「借方（債務者）」，「債務の消滅」は債権者勘定の

「借方（債務者）」として記録されるからである。図４を参照。

ところで，３.「私が利得するもの」は，利益（収益）の発生によって生起す

る「現金の収入」，「債権の発生」または「債務の消滅」である。「物財勘定」

または「人名勘定」には記録されるが，反対給付が実在することはないので，

まさに「私が利得するもの」である。現金の収入は現金勘定の借方（債務者），

債権の発生は債務者勘定の「借方（債務者）」，債務の消滅は債権者勘定の「借

方（債務者）」として記録される。これとは反対に記録される「利益（収益）

の発生」は，３.「損益」である。たとえば，受取手数料，受取利息の利益（収

益）である。反対給付として実在することはないので，物財勘定または人名勘

定には記録されえない。「名目勘定」（nominal account）に記録されざるをえ

ない。損益勘定（Gewinn- und Verlustkonto）の「貸方（債権者）」として記

録されるのである。これとは対称的に，３.「私が喪失するもの」は，たとえば，

損失（費用）の発生によって生起する「現金の支出」，「債務の発生」または

「債権の消滅」である。「物財勘定」または「人名勘定」には記録されるが，反

対給付が実在することはないので，まさに「私が喪失するもの」である。現金

の支出は現金勘定の「貸方（債権者）」，債務の発生は債権者勘定の「貸方（債

権者）」，債権の消滅は債務者勘定の「貸方（債権者）」として記録される。こ

れとは反対に記録される「損失（費用）の発生」は，３.「損益」である。たと

えば，諸掛り経費，支払手数料，支払利息の損失（費用）である。反対給付と

して実在することはないので，物財勘定または人名勘定には記録されえない。

これまた，「名目勘定」に記録されざるをえない。損益勘定の「借方（債務者）」

として記録されるのである。図４を参照。

もちろん，受取手数料，受取利息の利益（収益）について，どれくらい収得

されたか認識し易いようにするためには，手数料勘定，利息勘定が開設されね

ばなるまい。諸掛り経費，支払手数料，支払利息の損失（費用）についても同

様。どれくらい費消されたか認識し易いようにするためには，諸掛り経費勘定，

手数料勘定，利息勘定が開設されねばなるまい。しかし，Gamersfelderが例

示する「仕訳帳」，さらに，「元帳」では，受取家賃勘定（丁数１０）と諸掛り経
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費勘定（丁数１８）を除いては，このような名目勘定に記録されることはない。

したがって，最終的に損益勘定に集合されことはない。直接に損益勘定に記録

されるだけである21）。

それでは，商品勘定に計算される「商品売買益」または「商品売買損」は，

どのように解釈されるであろうか。想像するに，商品売買益の発生によって生

起する「現金の収入」，「債権の発生」または「債務の消滅」のうち，商品売買

益に相当する部分は，反対給付としては実在することがないので，「私が利得

するもの」と解釈されかもしれない。そのように解釈されるとなると，商品勘

定の貸方（債権者）の面に，商品の売上としては，「売上原価」が記録される

のではなかろうか。しかし，そのようには記録されることはない。商品勘定の

貸方（債権者）の面に，「商品の売上」としては，「売上価額」が記録される。

したがって，商品勘定の借方（債務者）の面に計算，記録される商品売買益に

相当する部分が「私が利得するもの」と解釈されるしかない。損益勘定の貸方

（債権者）の面に振替えられるにすぎないのだが，商品勘定に計算，記録され

ると同時に，商品売買益は損益勘定の「貸方（債権者）」として記録されるの

である。これとは対称的に，商品売買損についても同様。商品勘定の貸方（債

権者）の面に計算される商品売買損に相当する部分が「私が喪失するもの」と

解釈されるしかない。損益勘定の借方（債務者）の面に振替えられるにすぎな

いのだが，商品勘定に計算，記録されると同時に，商品売買損は損益勘定の

「借方（債務者）」として記録されるのである。図４を参照。

――――――――――――
21）Vgl., Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.６（Hauptbuch）.
なお，「元帳」に打たれた丁数を使用して，６Blattの両面と表現する。
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借方（債務者） 貸方（債権者） 

＊私が受入るも
のすべて，たと
えば，仕入れる
もの，受取るも
の，取得するも
の。 

＊商品の仕入は
商品勘定の借方
として記録。 
＊現金の収入は
現金勘定の借方
として記録。 

＊債務の発生は
債権者勘定の貸
方として記録。 
＊債権の消滅は
債務者勘定の貸
方として記録。 

＊支出する人。 
＊誰かから由来
するとか，私が
支払うべき人。 

２. １. 
２.

＊収入する人。 
＊誰かに由来す
るとか，私が受
取るべき人。 

＊債権の発生は
債務者勘定の借
方として記録。 
＊債務の消滅は
債権者勘定の借
方として記録。 

＊商品の売上は
商品勘定の貸方
として記録。 
＊現金の支出は
現金勘定の貸方
として記録。 

＊私が払出すも
のすべて，たと
えば，売上げる
もの，引渡すも
の，発送して，
消費するもの。 

１. 
２.

２.

＊私が利得する
もの。 

利益（収益）の
発生によって生
起する 
＊現金の収入は
現金勘定の借方
として記録。 
＊債権の発生は
債務者勘定の借
方として記録。 
＊債務の消滅は
債権者勘定の借
方として記録。 
＊商品売買益に
相当する部分は
商品勘定の借方
として記録。 

＊利益（収益）
の発生は損益勘
定の貸方として
記録。 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊商品売買益は
損益勘定の貸方
として記録。 

＊損益。 ３. ３.
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図４

さらに，「このような既述の諸規則の解説」（Erklerung dieser obgeschriebenen

Regeln）20）と標記して，どのように日々の取引事象を分解するか，具体的に取引事

象で例示する。企業の開始時，企業の開始後について，Gamersfelderは表現する。

まずは，企業の開始時。「自己の商業の開始時に保有する貨幣を仕訳帳に移

記するためには，受取った現金（Cassa）は『借方（債務者）』である。しかし，

この現金が由来する資本金は『貸方（債権者）』である。同様に，自己の資本

金に由来する商品は『借方（債務者）』である。これに対して，資本金は『貸

方（債権者）』である。商業の開始時に貸借している債務者（債権）（Schulden）

および債権者（債務）（Widerschulden）についてであるが，自己に何かを負

い，資本金に由来する場合に，この債務者（債権）は『借方（債務者）』であ

る。これに対して，資本金は『貸方（債権者）』である。自己が何かを負い，

資本金に由来するなら，資本金は『借方（債務者）』である。これに対して，

この債権者（債務）は『貸方（債権者）』である」22）。

＊損益。 ＊損失（費用）
の発生は損益勘
定の借方として
記録。 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊商品売買損は
損益勘定の借方
として記録。 

損失（費用）の
発生によって生
起する 
＊現金の支出は
現金勘定の貸方
として記録。 
＊債務の発生は
債権者勘定の貸
方として記録。 
＊債権の消滅は
債務者勘定の借
方として記録。 
＊商品売買損に
相当する部分は
商品勘定の貸方
として記録。 

＊私が喪失する
もの。 

３. ３.

――――――――――――
22）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.３R.   整理番号，二重括弧および括弧内は筆者。
なお，丁数が打たれてないので，筆者が便宜的に，表紙の裏側から打った丁数，３Blatt

の右側の面Rechteと表現する。
「先物売買」および「商品の積送と荷受け」については，後述。
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さらに，企業の開始後。

１.貨幣の収入と支出（Einnemen vnd Außgeben des Gelts）について。「貨

幣を収入，したがって，誰かから借入れるか，誰かから支払われると」，「現金

は『借方（債務者）』である。誰かから受取ると」，「この誰かは『貸方（債権

者）』である。これに対して，貨幣を支出，したがって，誰かに貸付けるか，

誰かに支払われると，この誰かは」「『借方（債務者）』である。これに対して，

現金は『貸方（債権者）』である」22）。

２.仕入と売上（Kauffen vnd Verkauffen）について。「仕入れた商品は『借

方（債務者）』である。誰かから掛けで仕入れると，この誰かは『貸方（債権

者）』である。これに対して，売上げた商品は，『貸方（債権者）』である。掛

けで売上げて，誰かが仕入れるとか，誰かが支払うことを約束すると，この誰

かは『借方（債務者）』である」22）。

３.先物売買（Kauffen vnd Verkauffen auff Lieferung）について。「商品を

先物買付する（auff Lieferung kaufft）」場合に，「先物買付は『借方（債務者）』

である」。「誰かから買付けると，この誰かは『貸方（債権者）』である。商品

が引渡されると，商品は『借方（債務者）』である。先物買付は『貸方（債権

者）』である。これに対して，商品を先物販売（auff Lieferung verkaufft）す

る」場合に，「誰かに販売すると，この誰かは『借方（債務者）』である。先物

販売は『貸方（債権者）』である。商品が引渡されると，商品は『貸方（債権

者）』である。先物販売は『借方（債務者）』である」22）。

４.運賃および諸掛り経費の支払い（Fracht vnd Vnkosten zu zalen）につい

て。「経費，商品に関係する諸掛り経費は『借方（債務者）』である。諸掛り経

費に支出される現金は『貸方（債権者）』である」22）。

５.商品の積送と荷受け（Versenden vnd Empfahen der Wahre）について。

「商品を積送すると，航海（Reise）は」「『借方（債務者）』である。積送した

商品は『貸方（債権者）』である。商品が目的地に到着すると，荷受けした誰

かは『借方（債務者）』である。航海は」「『貸方（債権者）』である」22）。

６.債務の振替（Vberweisung der Schulden）について。「債務を返済する

のに，誰かが相手の誰かに返済するように依頼。返済する旨を承諾すると，こ
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の依頼した誰かは『借方（債務者）』である。この返済する相手の誰かは『貸

方（債権者）』である。相手の誰かに何かを振込むと，この相手の誰かは『借

方（債務者）』である。この払込まれる何かは『貸方（債権者）』である」22）。

７.交換（Stich）について。「交換によって取得する商品は『借方（債務者）』

である。引渡した商品は『債務者（貸方）』である」23）。

８.損益（Gewin vnd Verlust）について。「何か利得するものは」，「人，商

品，冒険貸借，冒険売買，手形など，いずれであろうとも，『借方（債務者）』

である。損益は『債務者（貸方）』である。これに対して，何か喪失するもの

は」，「人，商品，冒険貸借，冒険売買，手形貸借など，いずれであろうとも，

『貸方（債権者）』である。損益は『借方（債務者）』である」24）。

９.冒険貸借について。「冒険貸借で貨幣を支払うか，冒険貸借を仲立する誰

かが支払いを代行すると，冒険貸借は『借方（債務者）』である。（貨幣を支払

うと，現金は『貸方（債権者）』である。）仲介する誰かから代行する旨の書簡

を受取ると，この仲立する誰かは『貸方（債権者）』である。これに対して，

冒険貸借で貨幣を受取るか，冒険貸借を仲立する誰かが受取りを代行して，こ

の仲立する誰かから代行するた旨の書簡を交付されると，冒険貸借は『貸方

（債権者）』である。（貨幣を受取ると，現金は『借方（債務者）』である。）こ

の仲立する誰かは『借方（債務者）』である。さらに，冒険貸借で利益を得て

いるなら，冒険貸借は『借方（債務者）』である。損益は『貸方（債権者）』で

ある。これに対して，冒険貸借で損失を被っているなら，冒険貸借は『（貸方

債権者）』である。損益は『借方（債務者）』である」24）。

――――――――――――
23）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.３Rf.   整理番号，二重括弧および括弧内は筆者。
なお，丁数が打たれてないので，筆者が便宜的に，表紙の裏側から打った丁数，３Blatt

の右側の面Rechteから４Blattの左側の面Linkeと表現する。
24）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.４L.   整理番号，二重括弧および括弧内は筆者。
なお，丁数が打たれてないので，筆者が便宜的に，表紙の裏側から打った丁数，４Blatt

の左側の面Linkeと表現する。
「冒険貸借」は「船舶抵当貸借」とも表現されるが，損害保険の歴史では，「冒険貸借」
と表現されるので，そのように表現する。
「冒険売買」は，これを直訳して，「運と不運」と表現されるが，運と不運を賭しての
射幸売買，まさに「賭事」であるので，ここでは「冒険売買」と表現する。
「冒険貸借」および「冒険売買」については，後述。
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１０.手形について。「為替証書が受取られると，手形は『借方（債務者）』であ

る。支払う誰かは『貸方（債権者）』である」。これに対して，「誰かに為替証

書を作成して，誰かから受取られるか，誰かに支払わねばならない為替証書が

引渡されると，手形は『債権者（貸方）』である。受取られる誰かか，支払わ

ねばならない誰かは『借方（債務者）』である。手形で利益を得ているなら，

手形は『借方（債務者）』である。損益は『貸方（債権者）』である。これに対

して，手形で損失を被っているなら，手形は『貸方（債権者）』である。損失

は『借方（債務者）』である」24）。

１１.冒険売買（Glück vnd Unglück）について。「運と不運を賭して売買する

と，商品の仕入を賭した誰かは『貸方（債権者）』である。冒険売買は『借方

（債務者）』である。これに対して，商品の売上を賭した誰かは『借方（債務者）』

である。冒険売買は『貸方（債権者）』である。冒険売買で利益を得ているな

ら，冒険売買は『借方（債務者）』である。損益は『貸方（債権者）』である。

これに対して，冒険売買で損失を被っているなら，冒険売買は『貸方（債権者）』

である。損益は『借方（債務者）』である」24）。

１２.間違って移記される項目（Versetze Posten）について。「間違って移記

されたことに気付いたなら，訂正しなければならない。ある項目について，

『借方（債務者）』を『貸方（債権者）』，『貸方（債権者）』を『借方（債務者）』

と記録しているなら，仕訳帳に，反対側の項目を記録して，したがって，２倍

の同額を記録して，仕訳帳に，本来の『借方（債務者）』は『借方（債務者）』

に，本来の『貸方（債権者）』は『貸方（債権者）』にするようにする。ところ

が，『借方（債務者）』でないものを『借方（債務者）』にしているなら，反対

側の項目を記録して，本来の『借方（債務者）』は『借方（債務者）』に，『借

方（債務者）』でないものは『貸方（債権者）』にするようにする。『貸方（債

権者）』でないものを『貸方（債権者）』にしているなら，反対側の項目にする

ようにして，本来の『貸方（債権者）』は『貸方（債権者）』に，『貸方（債権

者）』でないものは『借方（債務者）』にする」24）と。

しかし，「『貸方（債権者）』なくして，『借方（債務者）』はない」のが，な

ぜか，「『借方（債務者）』なくして，『貸方（債権者）』はない」のが，なぜか，
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したがって，このように記録されるのが，なぜかについては，Gamersfelder

自身，全く解説してはいない。「借方（債務者）」としては，何が記録されるか，

「貸方（債権者）」としては，何が記録されるか，ただ解説されるだけで，まさ

に暗記するだけの「規則」でしかない。このように記録されるのが，なぜかに

ついては，想像するに，「借方（債務者）」と「貸方（債権者）」，「貸方（債権

者）」と「借方（債務者）」として，まさに「反対記録」されることによっては，

帳簿の見開きの両面の左右対照に，日々の取引事象の金額，同額が記録して転

記されるので，常時，帳簿の見開きの左側，借方の面に記録される合計と右側，

貸方の面に記録される合計が一致する「貸借平均原理」が保証されるはずであ

る。貸借平均原理が保証されることによって，企業の開始時，企業の開始後に

保有する財産が管理されるからではなかろうか。筆者が想像するところについ

ては，既述25）。

それでは，仕訳帳には，どのように移記されるであろうか。Gamersfelder

は表現する。「どこに『借方（債務者）』または『貸方（債権者）』が記録され

ねばならないか学習されたところで，項目ごとに，『借方（債務者）』または

『貸方（債権者）』には，的確に分綴（Sylbe）を冠することに注目。そうする

ことによって，両者が即座に認識されうる。この場合に，多く表現することは

無用である。二様の分綴，前置詞（Für）と前置詞（An）を使用して，前置詞

（Für）を冠しては，『借方（債務者）』，前置詞（An）を冠しては，『貸方（債

権者）』が記録されるのである。たとえば，

『借方（Für）Hans Hofer』，

『貸方（An）Heinrich Sommer』

と記録するなら，分綴の前置詞（Für）は即座に，『借方（債務者）』が Hans

Hoferであることを意味して，分綴の前置詞（An）は即座に，『貸方（債権者）』

が Heinrich Sommerであることを意味する。さらに，『借方（債務者）』は，

元帳に転記して，記録される小辞（Wörtlein），助動詞（sol）（彼は支払うべ
――――――――――――
25）参照，山下勝治著；『近代簿記論』，千倉書房 １９６２年，４頁以降。
参照，拙稿；「イタリアにおけるドイツ簿記の発展」，『商学論集』（西南学院大学），５２
巻１号，２００５年６月，１７頁以降。
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し＝私に借りている）によって識別される。これに対して，『貸方（債権者）』

は，元帳に記録される小辞，助動詞＋動詞（sol haben）（彼は持つべし＝私に

貸している）によって識別される。たとえば，

『債務者Hは借方（債務者Hは支払うべし（＝私に借りている）（Hans Hofer sol）』

と記録する場合には，彼が負うていることを意味する。同様に，

『債権者Sは貸方（債権者Sは持つべし（＝私に貸している）（Heinrich Sommer

sol haben）』

と記録する場合には，彼に負うていることを意味する。仕訳帳には，どのよう

に項目を移記しなければならないか。項目ごとに，『借方（債務者）』は先行し

て（vorher），『貸方（債権者）』は後続して（darnach）記録される。両者の

間には，『‖のような縦複線』（solche zwey Strichlein /‖）が記録される。そ

のようにして，すべての取引きが記録される」16）と。

したがって，このように表現するかぎりでは，Schweickerによって出版さ

れる印刷本におけると同様のようである。仕訳帳には，先行して記録される前

半と後続して記録される後半に分解するのに，「借方」を意味する「前置詞」

と「貸方」を意味する「前置詞」を冠して記録されるようである26）。しかし，

実際には，後続して記録される「貸方（債権者）」は，「貸方」を意味する「前

置詞」（An）を冠して記録されるのに対して，先行して記録される「借方（債

務者）」は，元帳に転記されると同様に，「借方」を意味する「助動詞」（sol）

を付して記録される。「借方」を意味する「前置詞」（Für）を冠して記録され

ることはないのである。実際には，Gamersfelderは表現する。たとえば，取

引番号１について，仕訳帳（丁数１）に「現金は借方（現金は支払うべし＝私

に借りている）‖貸方 資本金（Cassa barschafft sol‖An Capital oder

Hauptgut mein Christoff Vnuerdorbens）」27）と。
――――――――――――
26）Schweicker, Wolffgang; a. a. O., Bl.１L（Giornal）.
なお，「仕訳帳」に打たれた丁数を使用して，１Blattの左側の面Linkeと表現する。
参照，拙稿；「ドイツ簿記とイタリア簿記の交渉」，『商学論集』（西南学院大学），５０巻
３号，２００３年１２月，８/１８頁。

27）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.１R（Jornal）.
なお，「仕訳帳」に打たれた丁数を使用して，１Blattの右側の面Rechteと表現する。
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そこで，Gamersfelderの例示する「仕訳帳」の様式としては，「取引番号と

元丁の欄」，「摘要欄」と「金額欄」という表現は見出されないが，罫線を引い

て区分される。仕訳帳の左端の行，取引番号と元丁の欄には，取引番号と，転

記される元帳の丁数，二つの「元丁」が，中間に仕切線を引いて，上下に記録

される。仕切線の上に記録される丁数は，転記される元帳の丁数と，「借方

（債務者）」として記録されることを意味する。これに対して，仕切線の下に記

録される丁数は，転記される元帳の丁数と，「貸方（債権者）」として記録され

ることを意味する。転記される元帳の丁数が記録されるのは，仕訳帳と，二重

記録によって転記される元帳の勘定を照合しうるようにするためである。

さらに，摘要欄には，二重記録のために日々の取引事象を分解しては，「借

方」を意味する「助動詞」を付して，これに対して，「貸方」を意味する「前

置詞」を冠して，先行して記録される前半と後続して記録される後半に分解し

て記録される。先行して記録される前半と後続して記録される後半の中間は

「縦複線」によって区分される。そうすることによって，まさに「『借方（債務

者）』は先行して，『貸方（債権者）』は後続して記録される」のである。もち

ろん，金額欄には，日々の取引事象の金額が記録される。

なお，Gamersfelderの例示する「仕訳帳」の丁数１を原文と共に表示する

ことにする27）。図５を参照。
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仕訳帳

１　１
─
２

２　２
─
２

３　２
─
２

４　３
─
２

５　３
─
２

６　３
─
２

７　３
─
２

８　２
─
４

９　２
─
４

１０　２
─
４

fl３３６０

fl１０７２

fl ５９４

fl ５４４

fl ４９８

fl ３８８

fl ３７０

fl ４１９

fl ４００

fl ３１５

gr ─

gr １５

gr ─

gr ─

gr １５

gr ─

gr ２２

gr ─

gr ─

gr ２５

現金は借方‖貸方　私，Cristoff Vnverdorbenの資本
金。本日，私の商業の開始時に，私は現金を保有す
る。ポーランド貨幣。

ルンド産の毛織物は借方‖貸方　資本金。２梱。１
番の７反は瑠璃色，６反は赤色，４反は青色。２番
の９反は瑠璃色，５反は赤色，２反は青色。取得原
価。単価fl３２１─２.。

ライ麦は借方‖貸方　資本金。２４ラスト，単価fl２４
３─４.。テール農場のレヴェン倉庫に保管する。

食塩は借方‖貸方　資本金。３２梱，ブローヴァ産の
食塩。私は仕入可能な単価１７fl.で計算。ランゲン水
路に面した横路地の部屋に保管する。

Hans Hoferは借方‖貸方　資本金。彼は最近の仕切
書に従い，支払いを負い，同月１２日には支払わね
ばならない。

Christoff Schönawerは借方‖貸方　資本金。彼は最近
の仕切書に従い，支払いを負い，支払期日は復活祭。

トロン市民のHeinrich Lufftは借方‖貸方　資本金。
彼の証文によると，支払期日は聖霊降臨祭。

資本金は借方‖貸方　Heinrich Sommer。彼は最近の
仕切書に従い，５月６日に支払いを受取ることがで
きる。

資本金は借方‖貸方　Nicolaus Streylは私の証文に従
い，同月８日に支払いを受取ることができる。

資本金は借方‖貸方　マリエンブルク市民のLucas 
Strobel。来る聖ヨハネ祭に支払いを受取ることが
できる。

取引番号
と元丁

丁数１（右側の面）
神に感謝　１５６９年　ダンツィヒ

４月１日

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ９

d ─

d ─

d ─
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１１　２
─
４

１２　４
─
１

１３　４
─
３

fl ４１４

fl ２８０

fl １６７

gr ─

gr １５

gr １２

４月５日

ライ麦は借方‖貸方　Anthonius Lerch。１８ラスト，
単価２３fl.。支払期日は１４日。エンジェル倉庫に保
管する。

牛皮は借方‖貸方　現金。１７枚，単価１６１─２fl.。Hans 
Haßから仕入れる。

滑石粉は借方‖貸方　Hans Hofer。彼は５樽について，
私がConrad Frolichに支払うことを約束する。５樽
は以下のとおり。
　１番，総量２９ラエプ２０ポンド，風袋２ラエプ４ポンド，
　２番，　〃　２７　〃　２４　〃　　　〃　２　〃　
　３番，　〃　２５　〃　１９　〃　　　〃　１　〃　２５　〃
　４番，　〃　２１　〃　３０　〃　　　〃　１　〃　１６　〃
　５番，　〃　２０　〃　２５　〃　　　〃　１　〃　１２　〃
　計  総量１２５ラエプ１６ポンド，風袋８ラエプ２３ポンド，

単価gr４３.

d ─

d ─

d ─
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図５
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さらに，「元帳」についてである。仕訳帳から元帳に転記されるのである。

Gamersfelderは表現する。「仕訳帳に『借方（債務者）』と『貸方（債権者）』

として移記することを学習したところで，いま，項目ごとに，仕訳帳から元帳

に転記することになる。たとえば，仕訳帳には，最初の項目は，『現金は借方

（現金は支払うべし＝私に借りている）‖貸方 資本金』」28）と記録するので，「元

帳には，最初の帳面，左手の側に，『借方（債務者）』である現金，したがって，

『現金は借方（現金は支払うべし＝私に借りている）。４月１日。貸方 資本金。

（Cassa barschafft sol. Adi１ Aprilis. An Capital oder Hauptgut mein

Chriftoff Vnuerdorbens）』

と転記しなさい。仕訳帳に，月日は帳面の中央に記録するのに対して，元帳に

は，『借方（債務者）』と『貸方（債権者）』の中間に記録することに注意」28）。

「合計のfl３３６０.の金額は３本の罫線の間に記録しなさい」。「この罫線の前の行に

は，『貸方（債権者）』が元帳の，どの帳面に転記されたか，資本金のある帳面

（相手勘定）の丁数（zal des bladts），元丁（a carta / ac）を記録しなさい。

そのようにしたら，仕訳帳に立ち戻って，最初の項目の前の行に，『－のよう

な仕切線』（solches － Strichlein）を引いて，仕切線の上に，『借方（債務者）』

である現金が元帳の，どの帳面にあるか，したがって，最初の帳面にあるとい

うことで，元丁は １─と記録しなさい」28）。「それから，資本金である『貸方（債

権者）』は右手の側に転記しなさい。したがって，

『資本金は貸方。４月１日。借方現金（Capital oder Hauptgut mein Christoff

Vnuerdorbens sol haben. Adi１Aprilis. Für Cassa）』

と転記しなさい。元帳には，常時，『借方（債務者）』は左手の側に，『貸方

（債権者）』は右手の側に記録されねばならないことに注意」28）。「合計のfl３３６０.

は金額を記録するための３本の罫線の間に記録しなさい。現金で記録したのと

同様に，この罫線の前の行には，『借方（債務者）』が元帳の，どの帳面に転記

されたか，現金のある最初の帳面（相手勘定）の丁数，元丁を記録しなさい。

仕訳帳には，最初の項目の前の行に，元丁は １─ と記録している仕切線の下に，
――――――――――――
28）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.１２R（Jornal）.   二重括弧および括弧内は筆者。
なお，丁数が打たれてないので，筆者が便宜的に，「仕訳帳」の末丁から打った丁数を
使用して，１２Blattの右側の面Rechteと表現する。
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『貸方（債権者）』である資本金が元帳の，どの帳面にあるかということで，元

丁は１─２と記録しなさい」
28）と。

したがって，「先行して記録される前半」が元帳に転記されると，元帳の金

額を記録する前の行に，相手勘定の丁数，「元丁」が記録されると同時に，仕

訳帳の左端の行には，仕切線を引いて，仕切線の上に，元帳の丁数，「元丁」

が記録される。これに対して，「後続して記録される後半」が元帳に転記され

ても同様。元帳の金額を記録する前の行に，相手勘定の丁数，「元丁」が記録

されると同時に，仕訳帳の左端の行には，この仕切線の下に，元帳の丁数，

「元丁」が記録される。そうすることによって，まずは，「転記漏れ」，「二重転

記」，このような帳簿記録の過誤は防止されようというものである。「元丁」が

記録されるのは，仕訳帳と，二重記録によって転記される元帳の勘定を照合し

うるようにするためであるのも，元帳の勘定と勘定を照合しうるようにするた

めであるのも，そのような帳簿記録の過誤を探索するためであるからである。

ところが，元帳の左端の行には，Schweickerによって出版される印刷本に

おけると相違して，「取引番号」が記録されることはない。しかし，

Gamersfelderは表現する。「『借方（債務者）』または『貸方（債権者）』につい

ては，簡易化したがために知らされない何かを知りたいのなら，その項目は仕

訳帳を探索しなさい。したがって，この項目が何月何日に生起したのか，この

日付を仕訳帳から探索しなさい。そうすることによって，取引きを完全に見分

けうるであろう。借方（債務者）および貸方（債権者）については，この項目

が仕訳帳にある帳面の丁数（zal des bladts / an welchem dieselbige post im

Jornal stehet）（したがって，仕丁）を元帳に記録することもある。しかし，

仕訳帳の項目に『（取引）番号』を付して，元帳でも，その項目の前の行に記

録することもある。このような方法は好ましくもある。そのようにしたいのな

ら，そうしてもよい」29）と。

したがって，このように表現するかぎりでは，「取引番号」が記録されるこ

――――――――――――
29）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.１３R（Jornal）.   二重括弧および括弧内は筆者。
なお，丁数が打たれてないので，筆者が便宜的に，「仕訳帳」の末丁から打った丁数を
使用して，１３Blattの右側の面Rechteと表現する。
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とは意識されている。そればかりか，転記する仕訳帳の丁数，「仕丁」が記録

されることも意識されている。「取引番号」，「仕丁」が記録されるのは，二重

記録によって転記される元帳の勘定と，仕訳帳を照合しうるようにするためで

はあるが，Gamersfelderによると，そうではないようである。「二重記録」の

ために日々の取引事象を分解するのが仕訳帳ではあるが，まずは，日々の取引

事象が発生すると，最初に記録するのが，主要な帳簿としては，仕訳帳。した

がって，「原始記録」としての帳簿であるので，「簡易化したがために知らされ

ない何かを知りたいのなら」，「この項目が何月何日に生起したのか，この日付

を仕訳帳から探索」するだけで，「取引きを完全に見分けうる」にちがいない。

したがって，元帳に記録される「日付」から仕訳帳を探索すればよいというこ

とで，「取引番号」，「仕丁」が記録されないとしても，それほど支障はないと

いうことではなかろうか。

そこで，Gamersfelderの例示する「元帳」の様式としては，帳簿の見開き

の両面に，実は「摘要欄」，「元丁欄」と「金額欄」という表現は見出されない

が，罫線を引いて区分される。帳簿の見開きの両側の面の冒頭の欄に転記され

る場合に，摘要欄に，転記される項目が「元帳の見出し」として記録されるの

で，これより下の欄に転記される場合には，この項目を記録するのは省略して，

取引月と取引日の「日付」から記録される。

まずは，仕訳帳に記録される「前半の項目」は，「帳面の左手に」転記され

るので，帳簿の見開きの左側の面の摘要欄には，「借方（債務者）」を意味する

「助動詞」を付して，「彼は支払うべし＝私に借りている」，したがって，前半

の項目は「借方」と記録される。さらに，「日付」を記録して区分されるが，

仕訳帳に後続して記録される「後半の項目」，したがって，相手勘定，この相

手勘定は「貸方」を意味する「前置詞」を冠して記録される。また，この摘要

欄の右側，元丁欄には，この相手勘定が転記される元帳の丁数，「元丁」が記

録される。これに対して，仕訳帳に記録される「後半の項目」は，「帳面の右

手に」転記されるので，帳簿の見開きの右側の面の摘要欄には，「貸方（債権

者）」を意味する「助動詞＋動詞」を付して，「彼は持つべし＝私に貸している」，

したがって，後半の項目は「貸方」と記録される。さらに，これまた，「日付」
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を記録して区分されるが，仕訳帳に先行して記録される「前半の項目」，し

たがって，相手勘定，この相手勘定は「借方」を意味する「前置詞」を冠

して記録される。また，この摘要欄の右側，元帳欄には，この相手勘定が

転記される元帳の丁数，「元丁」が記録される。貸方の面と借方の面に，相

手勘定が転記される元帳の丁数が記録されるのは，二重記録によって転記

される元帳の勘定と勘定を照合しうるようにするためである。もちろん，

金額欄には，仕訳帳に記録されると同様に，日々の取引事象の金額が記録

される。

そこで，Gamersfelderは表現する。たとえば，取引番号２について，仕訳

帳（丁数１）に「ルンド産の毛織物は借方‖貸方 資本金」27）と記録する。元帳

に転記されて，ルンド産の毛織物勘定（丁数２）の借方の面に記録するのは，

「ルンド産の毛織物は借方（毛織物は支払うべし＝私に借りている）。４月１日。

貸方資本金（Lundisch tuch sol. Adi １April. An Capital）」30），

資本金勘定（丁数２）の貸方の面に記録するのは，「資本金は貸方（資本金

は持つべし＝私に貸している）（Capital oder Hauptgut mein Christoff

Vnuerdorbens sol haben）」は冒頭に記録されるので，これを省略して，

「同月同日。借方 ルンド産の毛織物（Ditto. Für Lundisch tuch）」と31）。

さらに，取引番号１６について，仕訳帳（丁数２）に「債務者Ｅは借方‖貸方

ルンド産の毛織物」32）と記録する。元帳に転記されて，債務者Ｅ勘定（丁数５）

の借方の面に記録するのは，

「債務者Ｅ勘定は借方（債務者Ｅは支払うべし＝私に借りている）。４月６日。

貸方ルンド産の毛織物（Erhart Lung sol. adi６April. An Lundisch tuch）」33），

――――――――――――
30）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.２L（Hauptbuch）.   括弧内は筆者。
なお，「元帳」に打たれた丁数を使用して，２Blattの左側の面Linkeと表現する。

31）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.２R（Hauptbuch）.   括弧内は筆者。
なお，「元帳」に打たれた丁数を使用して，２Blattの左側の面Rechteと表現する。

32）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.２L（Jornal）.
なお，「仕訳帳」に打たれた丁数を使用して，２Blattの左側の面Linkeと表現する。

33）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.５L（Hauptbuch）.   括弧内は筆者。
なお，「元帳」に打たれた丁数を使用して，５Blattの左側の面Linkeと表現する。
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ルンド産の毛織物勘定（丁数２）の貸方の面に記録するのは，

「ルンド産の毛織物は貸方（毛織物は持つべし＝私に貸している）。４月６日。

借方 債務者Ｅ（Lundisch tuch sol haben. Adi６April. Für Erhart Lung）」31）

と。

ところで，「相手勘定」が記録されるのが，なぜかについては，反対記録さ

れるのが，なぜかについてと同様に，Gamersfelder自身，全く解説してはい

ない。想像するに，貸借平均原理が保証されるように，反対記録されて，相手

勘定が取引順に記録されるのは，これまた，企業の開始時，企業の開始後に保

有する財産が管理されるからではなかろうか。たとえば，取引番号１について，

元帳の摘要欄には，現金勘定の借方の面に，相手勘定が記録されることによっ

て，「現金の収入」が「資本金の発生」，したがって，資本の増加によって生起

したこと，これに対して，資本金勘定の貸方の面に，相手勘定が記録されるこ

とによって，「資本金の発生」，したがって，資本の増加が「現金の収入」によ

って生起したこと，したがって，元帳に転記される取引事象が，どのような理

由で生起したか，さらに，現金勘定に計算される「現金残高」，資本金勘定に

計算される「資本金残高」に，どのような理由で到達したかも判読されるから

である34）。図６を参照。

――――――――――――
34）参照，拙稿；「簿記の歴史・覚え書」，『商学論集』（西南学院大学），４２巻１・２号，１９９５
年１２月，４２頁。
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図６

丁数１

取引番号　元丁 
１
２

２ 
２ 

５ 

１

２ 

１６ 
２ 

現金は借方（sol）　 ‖ 貸方（An）資本金

丁数１元　帳

仕訳帳

毛織物は借方（sol） ‖ 貸方（An）資本金 

債務者Ｅは借方（sol） ‖ 貸方（An）毛織物

現金は借方（sol）。

日付。貸方（An）資本金 

元丁２

丁数５

債務者Ｅは借方（sol）。

日付。借方（An）毛織物。 

元丁２

丁数２

日付。借方（Für）毛織物。 

元丁２

資本金は貸方（sol haben）。 

日付。借方（Für）現金。 

元丁１

元丁５

毛織物は貸方（sol haben）。

日付。借方（Für）債務者Ｅ。 

毛織物は借方（sol）。

日付。貸方（An）資本金。 

元丁２
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なお，Gamersfelderの例示する「元帳」，丁数１および丁数１７の「現金勘定」，

丁数２の「資本金勘定」，丁数２，丁数１７，丁数５および丁数１１の「商品勘定」，

丁数６の「損益勘定」を原文と共に表示することにする35）。図７，図８，図９

および図１０を参照。

元帳　現金勘定

　

fl３３６０

fl ２３７

fl ４０

fl ５００

fl１０００

fl ２００

fl １５０

fl １５１

fl ３００

神に感謝　１５６９年
ダンツィヒ

現金は借方。４月
１日。貸方　私，
Christoff Vnuerdor-
benの資本金。本日，
私は現金を保有。
 元丁２
同月６日。貸方　食
塩。 元丁３
同月同日。貸方　損
益。 元丁６
同月１９日。貸方  
Georg Brenner。
 元丁６
同月同日。貸方
Fabian Kößner。
 元丁６
同月同日。貸方
Erhart Lung。
 元丁５
５月５日。貸方
Caspar Bamberger。
 元丁８
同月１０日。貸方  
Vaelentin Brüning。
 元丁７
同月同日。貸方
Caspar Bamberger。
 元丁８

貸

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

　

fl ２８０

fl ２４

fl ４００

fl ６００

fl ２５０

fl ３００

fl ４９５

fl ６００

fl ３００

現金は貸方。４月
５日。借方　牛革。
 元丁４
同月６日。借方　損
益。 元丁６
同月２５日。借方
Kil ian von Lier。
 元丁７
同月同日。借方
Erhart Lung。
 元丁５
同月同日。借方
Heinrich Sommer。
 元丁４
５月２日。借方
Heinrich Sommer。
 元丁４
同月９日。借方
Steffan Schmidt。
 元丁８
同月同日。借方
Heinrich Sommer。
 元丁４
同月１９日。借方
L u c a s  S t r o b e l。
 元丁４
同月２４日。借方
Nicolaus  Stey l。

gr１５

gr１５

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

丁数１

――――――――――――
35）Gamersfelder, Sebastian; a. a. O., Bl.１/２/５/６/１１/１７（Hauptbuch）.
なお，「元帳」に打たれた丁数を使用して，１Blattの両側の面，２Blattの両側の面，５
Blattの両側の面，６Blattの両側の面，１１Blattの両側の面，１７Blattの両側の面と表現す
る。



―60 ― ドイツにおけるイタリア簿記の再生

fl ３５６

fl ３８８

fl ６

fl ４０

fl ４７

fl １００

fl ３５

fl １８０

fl ３１

fl １００

fl ４６

fl １１

fl ４９

fl １８

fl ３５０

fl １６５

fl ２１３

同月１９日。貸方
Heinr ich  Luf f t。
 元丁３
同月２４日。貸方
Christoff Schönawer。
 元丁３
同月同日。貸方　損
益。 元丁６
同月２８日。貸方
Bartholomeus Meyr。
 元丁５
６月３日。貸方
Phi l ip  Waltre ide。
 元丁５
同月同日。貸方
Hans Hofer。
 元丁３
同月１２日。貸方
Lucas  Strobe l。
 元丁４
同月同日。貸方
Kil ian von Lier。
 元丁７
同月１９日。貸方
Ruprecht Strauß。
 元丁１０
同月２６日。貸方
Rudolff Thonnes 
Erben。 元丁９
同月２９日。貸方
E r h a r t  L u n g。
 元丁５
同月同日。貸方　村
長。 元丁９
同月同日。貸方
Steffan Schmidt。
 元丁８
７月１５日。貸方
ライ麦。 元丁２
同月２６日。貸方
Thomas Langier。
 元丁８
８月９日。貸方　冒
険貸借。 元丁１３
同月１０日。貸方　手
形。 元丁１５

gr ─

gr ─

gr１５

gr１５

gr１５

gr２３

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr２０

gr ─

gr１０

gr２０

gr ─

gr ─

gr１０

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ６

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

fl ４００

fl １６

fl ２１３

fl １９３

fl ２００

fl ２３５

fl ２８０

fl ９

fl ８２０

fl ２１

fl ６

fl ８

fl ２００

fl ２２

fl ２００

fl ７９４

fl ３６

fl ３２

 元丁４
同月２４日。借方
損益。 元丁６
同月２８日。借方
Phlip Waltreridt。
 元丁５
６月３日。借方
Wilhelm Frauft。
 元丁６
同月４日。借方
Otto Schultz。
 元丁９
同月同日。借方
Christoff Schönawer。
 元丁３
同月１２日。借方
Nicolaus Streyl。
 元丁４
同月１６日。借方
損益。 元丁６
同月１９日。借方
Hans Hofer。
 元丁３
同月２６日。借方
ライ麦。 元丁２
同月同日。借方　蜜
蝋。 元丁５
同月同日。借方　胡
椒。 元丁９
同月２９日。借方
庭園。 元丁１０
７月１７日。借方
Reinholdt  Thum-
waldt。 元丁１２
同月２６日。借方
Andreas Kleinwaldt。
 元丁１１
同月同日。借方
Balthafer Runck。
 元丁８
同月３０日。借方
Dietrich Kolbrg。
 元丁１２
８月５日。借方　小
麦。 元丁１１
同月９日。借方

gr ─

gr ─

gr１５

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr２８

gr１５

gr２４

gr ─

gr ─

gr ─

gr２２

gr２２

gr ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ９

d ９

d ─



―61 ―ドイツにおけるイタリア簿記の再生

fl ２２０

fl ３８５

fl ３０９

fl １００

同月２４日。貸方
Conradt Thürfecket。
 元丁１６
同月３０日。貸方　手
形。 元丁１６
１０月１２日。貸方
Valentin Brüning。
 元丁７
１１月２日。貸方
Ulrich Starck。
 元丁１７

合計fl９１８１.gr８.d６.

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

d ─

d ─

d ─

d ─

fl ２２０

fl ３４

fl ２０７

fl ３５２

fl ３４５

fl ３５０

fl ３５

fl ７

fl ２４０

fl １４３

fl ３０７

冒険貸借。
 元丁１３
同月２５日。借方
冒険売買。
 元丁１４
同月３０日。借方
冒険売買。
 元丁１４
９月１０日。借方
手形。 元丁１５
同月２８日。借方
手形。 元丁１５
同月３０日。借方
手形。 元丁１５
１０月８日。借方
ルンド産の毛織物。
 元丁２
同月同日。借方　胡
椒。 元丁９
同月１９日。借方
Rudol f f  Geyer。
 元丁１６
同月２７日。借方
Wilhelm Frauft。
 元丁６
同月同日。借方　こ
れ自体。ここから
振替。私は現金を
保有。 元丁１７

合計fl９１８１.gr８.d６.

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr ─

gr１０

gr１０

gr ─

gr１５

gr２５

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ９

d ─

d ─

d ─

d１５

＊帳簿の余白がないので、現金残高は新しい帳簿、丁数１７に振替。



―62 ― ドイツにおけるイタリア簿記の再生



―63 ―ドイツにおけるイタリア簿記の再生



―64 ― ドイツにおけるイタリア簿記の再生

（右頁へ続く）

　

fl ３０７

fl １１３

fl １３

fl ６５６

fl ４５１

fl ３７

fl ５５０

現金は借方。１０月
２７日。貸方　これ
自体。ここに振替。
私は現金を保有。
 元丁１
１１月８日。貸方
S i m o n  B r e w e r。
 元丁１７
同月１２日。貸方
先物売買。 元丁７
同月同日。貸方　小
麦。 元丁１１
同月同日。貸方　ル
ンド産の毛織物。
 元丁２
同月２０日。貸方
Heinr ich  Luf f t。
 元丁３
同月２９日。貸方
Franciscum Banawer。
 元丁１２
１２月１７日。貸方

gr２５

gr ７

gr ─

gr２１

gr２２

gr ７

gr ─

d１５

d ９

d ─

d ─

d ９

d ９

d ─

　

fl ２８５

fl ２５０

fl １３７

fl ３７９

fl １５６

fl １４５

fl ３９９

現金は貸方。１１月
２日。借方　Stent-
z e l  D o m i n i c k。
 元丁１７
同月１２日。借方
Christoff Schönawer。
 元丁３
同月２０日。借方
Philip Waltreidt。
 元丁５
１２月２日。借方
Heinrich Sommer。
 元丁４
同月１３日。借方
Georg Mütradt。
 元丁１８
同月２０日。借方
黒貂の毛皮。
 元丁１８
同月３０日。借方
諸掛り経費。
 元丁１８

gr２２

gr２２

gr ７

gr ７

gr ─

gr ３

gr ６

d ９

d ９

d ９

d ９

d ─

d１４

d ３

丁数１７



―65 ―ドイツにおけるイタリア簿記の再生

（左頁から続く）

図７

f l６

fl ２０８

fl ９

Martin Klein。
 元丁１８
同月同日。貸方
Steffan Schmidt。
 元丁８
同月２９日。貸方
Dieterich Kolberg。
 元丁１２

合計fl２３５３.gr８.d１２.

gr ─

gr ９

gr ５

d ─

d ６

d ─

fl ５９９

同月同日。借方　こ
れ自体。この帳簿
を締切るために，
ここから振替。私
は現金を保有。　
 元丁１９

合計fl２３５３.gr８.d１２.

gr２８ d１３



―66 ― ドイツにおけるイタリア簿記の再生

元帳　資本金勘定

（右頁へ続く）

　

fl ４１９

fl ４００

fl ３１５

fl７９１７

神に感謝　１５６９年
ダンツィヒ

私，Cristoff Vnuer-
dorbenの資本金は
借方。４月１日。
貸方 　H e i n r i c h   
Sommer。 元丁４
同月同日。貸方  
Nicolaus Stryl。 
 元丁４
同月同日。貸方  
Lucas Strobel。 
 元丁４
１２月３０日。貸方 
これ自体。この帳
簿を締切るために，
ここから振替。資
本金を保有。　　 
 元丁１９
 
合計fl９０５２.gr１４.d６.

gr ─

gr ─

gr２５

gr１９

d ─

d ─

d ─

d ６

　

fl３３６０

fl１０７２

fl ５９４

fl ５４４

fl ４９８

fl ３８８

fl ３７０

 
 
私，Cristoff Vnuer-
dorbenは貸方。４
月１日。借方　現金。 
 元丁１
同月同日。借方　ル
ンド産の毛織物。 
 元丁２
同月同日。借方　ラ
イ麦。 元丁２
同月同日。借方　食
塩。 元丁３
同月同日。借方  
Hans Hofer。 
 元丁３
同月同日。借方  
Heinr ich  Luf f t。 
 元丁３
６月１０日。貸方  
R u d o l f f  T h o n n
の遺産。 元丁９

gr ─

gr１５

gr ─

gr ─

gr１５

gr ─

gr２２

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ９

丁数２



―67 ―ドイツにおけるイタリア簿記の再生

（左頁から続く）

図８

fl ５６０

fl１６６４

１２月３０日。借方  
損益。私は当期に
利益を得ている。 
 元丁６
 
合計fl９０５２.gr１４.d６.

gr ─

gr２１

d ─

d１５



―68 ― ドイツにおけるイタリア簿記の再生

元帳　商品勘定

（右頁へ続く）

　

fl ５９４

fl ４１４

fl ９９０

fl ２１

 
ライ麦は借方。４
月１日。貸方　資本
金。２４ラスト，単
価 fl２４３―４.。テ－ル
農場のレヴェン倉
庫に保管。　　  
 元丁２
同月５日。貸方  
Anthonium Lerch。 
１８ラスト，単価fl２３.。
エンゲル倉庫に保管。 
 元丁４
５月９日。貸方　先
物売買。４０ラスト，
単価 fl２４３―４.。　　 
 元丁７
６月２６日。貸方  
現金。４０ラストの
諸掛り経費を支払う。 
 元丁１
７月１５日。貸方  

１

gr ─

gr ─

gr ─

gr２８

d ─

d ─

d ─

d ─

　

fl １８７

fl ４５９

fl１０１１

fl ７９３

fl １８

 
ライ麦は貸方。　 
４月６日。借方  
Heinr ich  Luf f t。 
レブェン倉庫から
出荷。７ラスト，
単価 fl２６３―４.。　　 
 元丁３
同月同日。借方  
Bartholomeus Meyer。
レヴェン倉庫から
出荷。１７ラスト，
単価fl２７.。 元丁５
６月２６日。借方  
アントワープヘの
航海。４０ラストを
出荷。 元丁１０
７月１５日。借方  
食塩。２８ラスト，
単価fl２０.。 元丁３
同月同日。借方  
現金。 元丁１

gr ７

gr ─

gr２８

gr１０

gr２０

d ９

d ─

d ─

d ─

d ─

丁数２



―69 ―ドイツにおけるイタリア簿記の再生

（左頁から続く）

fl ４７２

fl ３０８

fl ２１３

鯡。２０１―４ラスト，
単価 fl２３１―３.。　　 
 元丁５
８月９日。貸方  
Hans Hofer。１２ラ
スト，単価 fl２５２―３.
 元丁３
１１月２日。貸方　損
益。これで利益を
得ている。 元丁６
 
合計fl３０１３.gr２３.d９.

gr１５

gr ─

gr１０

d ─

d ─

d ９

fl ５４３

１１月２日。借方  
これ自体。ここか
ら振替。売残りは
２２ラスト１５シェツ
フェル，取得原価。 
 元丁１７
 
合計fl３０１３.gr２３.d９.

gr１８ d ─

＊商品が完売されずに，期中棚卸によって，利益が計算される事例
＊帳簿の余白がないので，商品残高は新しい帳簿，丁数１７に振替。
＊仕入商品の重量は１１４１─４L（＝２４L.＋１８L.＋４０L.＋２０１─４L.＋１２L.）。売上商品の重量は９４L（＝７

L.＋１７L.＋４０L.＋２８L.）。したがって，帳簿棚卸によって計算すると，繰越商品の重量は２０１─４L.。 
１Lastは６０Schffelとして計算すると，２０L.１５S.。これに対して，繰越商品の重量は２２L.１５S.と 
記録される。



―70 ― ドイツにおけるイタリア簿記の再生

　

fl ５４３

fl ４

 
ラ イ麦は借方。
１１月２日。貸方   
これ自体。ここに
振替。売残りは２２
ラスト１５シェツフ
ェル，取得原価。 
 元丁２
１２月３０日。貸方 
損益。 元丁６
 
合計fl５４８.gr９.d４.

gr１８

gr２１

d ─

d ４

　

fl ７８

fl ４７０

 
ラ イ麦は貸方。
１２月１７日。借方  
Martin Klein。３ラ
スト，単価fl２５.。 
 元丁１８
１２月３０日。借方 
これ自体。この計
算を締切るために，
ここから振替。１９
ラスト１５シェツフ
ェル。これを記録。 
 元丁１９
 
合計fl５４８.gr９.d４.

gr ─

gr ９

d ─

d ４

丁数１７ 

＊商品が完売されずに，期末棚卸によって，利益が計算される事例。
＊仕入商品の重量は２２L.１５S.。売上商品の重量は３L.。したがって，帳簿棚卸によって計算すると
　繰越商品の重量は１９L.１５S。これに対して，繰越商品の重量は１９L.１５S.と記録される。



―71 ―ドイツにおけるイタリア簿記の再生



―72 ― ドイツにおけるイタリア簿記の再生

　

fl ６８４

fl ８５

神に感謝　１５６９年
ダンツィヒ

鯡は借方。４月５
日。貸方　S i m o n  
Rewalt。１２ラスト，
単価fl５７.。 丁数５
１２月３０日。貸方 
損益。これで利益
を得ている。　　 
 丁数６
 
合計fl７６９.gr１５.

gr ─

gr１５

d ─

d ─

　

fl ２９７

fl ４７２

 
 
鯡は貸方。４月６
日。借方　Paul Holtz。
４ラスト６トンネン，
単価fl６６.。 丁数５
７月１５日。借方  
ライ麦。７ラスト
６トンネン，単価
fl６３.。 丁数２
 
合計fl７６９.gr１５.

gr ─

gr１５

d ─

d ─

丁数５

＊商品が完売されて，利益が計算される事例。
＊１Lastは１２Tonnenとして計算すると，仕入商品の重量は１２L.。売上商品の重量は１２L.（＝４ 
　L.６T.＋７L.６T.）。



―73 ―ドイツにおけるイタリア簿記の再生



―74 ― ドイツにおけるイタリア簿記の再生

（右頁へ続く）

　

fl ６７０

fl１５８４

fl ３２

fl１３４８

 
小麦は借方。７月
１７日。貸方　Rein-
holt Thumwaldt。 
２０ラスト，単価f l
３３１─２.。 　元丁１２
７月２６日。貸方  
先物売買。４８ラスト， 
単価fl３３.。 元丁７
８月５日。貸方　現
金。４８ラストの諸
掛り経費を支払う。 
 元丁１
１１月２日。貸方  
Stentzel Dommick。 
４１１─２ラ ス ト ， 単 
価３２１─２.。 元丁１７
 
合計f３６３４.gr２２.d９.

gr ─

gr ─

gr ─

gr２２ 

d ─

d ─

d ─

d ９

　

fl１６１６

fl ７１３

fl ６５６

fl ６０１

fl ４７

 
小麦は貸方。８月
５日。借方　Frncis-
cus Banawer。４８
ラスト，諸掛り経
費を含む取得原価。 
 元丁１２
１１月１２日。借方 
先物売買。２３ラス
ト，落札単価fl３１.。 
 元丁７
同月同日。借方　現
金。１９ラスト５４シ
ェツフェル，入札
単価fl３３.。６シェ
ツフェルの目方不
足を発見。 元丁１７
１２月３０日。借方  
これ自体。この計
算を締切るため
に，ここから振替。
１８１─２ラ ス ト ， 単
価 fl３２１─２.。 元丁１９
同月同日。借方　損
益。これで損失を
被っている。　　 
 元丁６
 
合計f３６３４.gr２２.d９.

gr ─

gr ─

gr２１

gr ７

gr２４

d ─

d ─

d ─

d ９

d ─

丁数１１ 
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（左頁から続く）

図９

＊商品が完売されずに，期末棚卸によって，損失が計算される事例。
＊仕入商品の重量は１０９１─２L.（＝２０L.＋４８L.＋４１１─２L.）。１Lastは６０Schffelとして計算すると， 
　１０９L.３０S.。売上商品の重量は９０L.５４S.（＝４８L.＋２３L.＋１９L.５４S.）。したがって，帳簿棚卸 
　によって計算すると，繰越商品の重量は１８L.３６S.。これに対して，繰越商品の重量は１８１─２L.， 
　したがって，１８L.３０S.と記録されて，重量不足，したがって，「目方不足」は６S。
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元帳　損益勘定

　

fl ２４

fl ３０

fl １４

fl １６

fl ９

fl １６

fl ２８２

fl ６５

fl １５

fl ４７

fl ９

fl ３９９

fl１６６４

神に感謝　１５６９年
ダンツィヒ

損益は借方。４月
６日。貸方　現金。 
 元丁１
同月２６日。貸方  
Anthonium Lerch。 
 元丁４
５月１９日。貸方  
He inr ich  Luf f t。 
 元丁３
５月２４日。貸方  
現金。 元丁１
６月１６日。貸方  
現金。 元丁１
８月１７日。貸方  
冒険貸借。 元丁１３
同月１９日。貸方  
冒険貸借。 元丁１３
同月同日。貸方  
Franciscum Banawer。 
 元丁１２
１１月２日。貸方  
Stentzel Dominick。 
 元丁１７
１２月３０日。貸方 
小麦。 元丁１１
同月同日。貸方　手
形。 元丁１６
同月同日。貸方　諸
掛り経費。私の諸
掛り経費小帳によ
ると，多種の貨幣
を支出。 元丁１８
同月同日。貸方　資
本金。私の商業に
よって，現在，私
は利益を得ている
ことを確認。　　 
 元丁２
 
合計fl２５９４.gr２８.

gr１５

gr ─

gr２２

gr ─

gr ─

gr１５

gr１０

gr１９

gr ─

gr２４

gr１４

gr ６

gr２１

d ─

d ─

d ９

d ─

d ─

d ─

d ─

d ９

d ─

d ─

d ─

d ３

d１５ 

　

fl ４０

fl １４

fl １５

fl ６

fl １５

fl ３９

fl ２２

fl １８０

fl １９７

fl ２１３

fl ─

fl ３０２

fl １８３

fl ４１５

fl ２７４

fl ８５

 
 
損益は貸方。４月
６日。借方　現金。 
 元丁１
同月１９日。借方  
Hans Hofer。 
 元丁３
５月１９日。借方  
Lucas  Strobe l。 
 元丁４
同月２４日。借方  
現金。 元丁１
６月４日。借方  
Cristoff Schönawer。 
 元丁３
同月２９日。借方  
リューベックの手形。 
 元丁１１
８月１７日。借方  
冒険貸借。 元丁１３
同月３０日。借方  
冒険売買。 元丁１４
９月３０日。借方  
Achatius Stellradt。 
 元丁１２
１１月２日。借方  
ライ麦。 元丁２
同月８日。借方  
Simon Brewer。 
 元丁１８
同月２９日。借方  
Hans Summermarckt。 
  元丁１０
１２月２９日。借方 
Dietrich Kolberg。 
 元丁１２
１２月３０日。借方  
ルンド産の毛織物。 
 元丁２
同月同日。借方　食
塩。 元丁３
同月同日。借方　鯡。 
 元丁５

gr ─

gr ４

gr２５

gr１５

gr ─

gr１８

gr ─

gr ─

gr ５

gr１０

gr ８

gr２２

gr２５

gr ４

gr ５

gr１５

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ─

d ９

d ─

d ９

d ９

d １

d ─

d ─

丁数６
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fl ８７

fl １５５

fl ７２

fl ６２

fl ４０

fl ３

fl １０４

fl ５２

fl ４

同月同日。借方　琥
珀。 元丁８
同月同日。借方　胡
椒。 元丁９
同月同日。借方　瀝
青。 元丁９
同月同日。借方　家
賃。 元丁１０
同月同日。借方　木
灰。 元丁１１
同月同日。借方　冒
険貸借。 元丁１３
同月同日。借方　冒
険売買。 元丁１４
同月同日。借方　オ
ーク材の丸太。　 
 元丁１６
同月同日。借方　ラ
イ麦。 元丁１７
 
合計fl２５９４.gr２８.

gr１５

gr ７

gr ─

gr ─

gr ─

gr２０

gr２４

gr ─

gr２１

d ─

d ５

d ─

d ─

d ─

d ─

d１７

d ─

d ４

＊同月２９日（貸方）は，１２月２９日の誤植。
＊１２月２９日（貸方）は，１１月２９日の誤植。したがって，転記順序の誤植。
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図１０

本稿は平成１８年度の西南学院大学・特別研究（C）による成果の一部である。


